
○特定調達契約に係る一般競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）の適用を受

ける契約の一般競争入札に参加できる者の資格、申請方法等について、次のとおり公告する。

令和８年５月１日

沖縄県立北部病院長 佐 々 木 尚 美

１ 調達する特定役務の種類

⑴ 業務名 沖縄県立北部病院清掃業務

⑵ 業務内容 清掃業務

⑶ 履行期間 令和８年７月１日から令和９年３月31日まで

２ 一般競争入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者とする。

⑴ 営業年数が令和８年４月１日現在において５年以上であること。

⑵ 法人にあっては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額が500万円以上であること。

⑶ 従業員の数が50人以上であること。

⑷ 従業員制服制度があること。

⑸ 過去２年間に県内において、手術室、集中治療室、感染症病床等清潔区域を含む病床数200床以上の

病院の清掃業務の実績を２件以上有していること。

⑹ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第２号）第25条に規定す

る基準に適合していること。

⑺ 医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第９条の15に規定する基準に適合していること。

⑻ 社会保険（労働保険、健康保険及び厚生年金保険）に加入する義務があるものについては、これらに

加入していること。

⑼ 次のアからオまでに該当しない者であること。

ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を

締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関

する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積

極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

３ 一般競争入札に参加することができない者 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第

１項に規定する者及び同条第２項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後３年

間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していないもの

４ 申請の方法等

⑴ 申請の方法 この公告による一般競争入札の参加資格（以下「入札参加資格」という。）の登録を申

請する者は、次に掲げる書類（以下「申請書等」という。）を直接又は書留郵便により⑵に掲げる場所

に提出するものとする。

ア 一般競争入札参加資格登録申請書

イ 誓約書

ウ 営業概要書

エ 病院の清掃業務に関し直近２事業年度の契約実績を証明する書類

オ 営業に必要な許可等を得たことを証明する書類の写し並びに営業上の許可、認可、登録及び届出の

一覧表

カ 法人にあっては、登記事項証明書

キ 個人にあっては、本籍地の市町村長の発行する身元（分）証明書

ク 入札参加資格の登録を申請する日前の直近２年間の都道府県民税及び事業税に関し滞納がないこと

を証する書類



ケ 直近の貸借対照表、損益計算書その他の財産及び損益の状況を示す書類

コ その他入札説明書に定める書類

⑵ 一般競争入札参加資格登録申請書等の配付場所及び入手するための手段、申請書等の提出場所並びに

申請に関する問合せ先

ア 一般競争入札参加資格登録申請書等の配付場所及び入手するための手段 イの場所で配付又は沖縄

県立北部病院ホームページ（http://www.hosp.pref.okinawa.jp/hokubu/）から様式をダウンロード

して入手すること。

イ 申請書等の提出場所及び申請に関する問合せ先 沖縄県立北部病院総務課 〒905－8512 名護市

大中二丁目12番３号 電話番号0980－52－2719

⑶ 申請書等の受付期間 この公告の日から令和８年６月17日（水曜日）まで（土曜日、日曜日及び休日

を除く。）のそれぞれの日の午前９時から午後５時まで

⑷ 申請書等に使用する言語及び通貨

ア 言語 日本語

イ 通貨 日本国通貨

５ 入札参加資格の審査結果 資格審査結果は、郵送により通知する。

６ 入札参加資格の有効期間 入札参加資格を付与された日から令和８年６月30日までとする。

７ 入札参加資格に係る登録事項の変更 入札参加資格を有する者は、当該入札参加資格の有効期間内に次

に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、資格申請事項変更届を提出しなければならない。

⑴ 商号又は名称

⑵ 住所又は所在地

⑶ 氏名（法人にあっては、代表者の氏名）

⑷ 使用印鑑

⑸ 法人にあっては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額

⑹ 電話番号

８ 入札参加資格の取消し等

⑴ 入札参加資格の取消し等 入札参加資格を有する者が、３に掲げる者に該当するに至った場合におい

ては、当該入札参加資格を取り消し、又はその事実があった後、沖縄県病院事業局が定める期間は競争

入札に参加させない。

⑵ 入札参加資格の取消しの通知 入札参加資格を取り消したときは、当該取り消された入札参加資格を

有していた者にその旨を通知する。

９ 入札参加資格の適用範囲 この公告で定める入札参加資格は、沖縄県立北部病院が実施する清掃業務に

係る一般競争入札に限り、適用する。


